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白老町 港湾整備事業 ― ー

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等における
中長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

令和14年度に起債償還が完了する予定であり、起債償還後、一般会計に移行することを含め検討する必要があるが、現
状の事業規模や人員、起債償還までの収支計画から鑑みると、現行の経営体制・手法を継続することが望ましいと考え
る。

●

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和3年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性


